
1 政策・方針決定過程への女性の参画の拡大

施策の基本的方向 (1) 政策・方針決定過程への女性の参画の拡大

ｱ 市の審議会等委員への女性の参画の推進

事
業
No

所属所名 25年度の取組内容 25年度の実績内容 課題・調整事項等
事業実
施度

男女共
同参画
の視点

２６年度の取組内容

行政室

各種審議会における女性委員
登用率３０％を達成するため、
「審議会等の設置及び運営に
関する指針」に基づき、各種審
議会の担当課に周知をはか
る。また、特に審議会を新設す
る際には、女性委員を登用する
よう担当課へ個別に依頼する。

平成25年度の女性構成比は
21.8％（全審議会委員のうち女性
委員数131人／全審議会委員数
601人）

「審議会等の設置及び運営に
関する指針」に基づき、各種審
議会の担当課に周知を図る。ま
た、特に審議会を新設する際に
は、女性委員を登用するよう担
当課へ個別に依頼する。

Ｂ 4

各種審議会における女性委員登
用率３０％を達成するため、「審議
会等の設置及び運営に関する指
針」に基づき、各種審議会の担当
課に、各課メールにて周知を図る。
また、特に審議会を新設する際に
は、女性委員を登用するよう担当
課へ個別に依頼する。

消防
総務課

平成25年度は委員の任期満了
を迎えるため、新たに委員の選
考を行う。その際に積極的に女
性委員の登用を図る。会議中
の保育ができることについて周
知徹底を図る。

会議通知文に「男女共同参画の視点
での保育活用指針」に基づき保育をつ
けることができる旨記載した。

任期改選により平成２６年７月１日から
２年間委嘱したところ、全委員６名のうち
３名が女性であり、委員比率は５０パー
セントであったが、女性委員１名が私事
都合により退任し、後任者が男性委員
となり、女性委員比率は３３パーセント
になった。依然として女性委員の比率は
高いが次任期でも継続して女性委員比
率を保持したい。

Ａ 3

消防委員会委員の女性委員の積
極的な登用を図る。また、会議中
の保育ができることについて周知
徹底を図る。

行政室

公募委員のいない審議会が依
然として存在しているので、各
種審議会委員の選任におい
て、公募により選出される委員
の数を増やすため、「審議会等
の設置及び運営に関する指針」
に基づき、各種審議会の担当
課に周知をはかる。また、特に
審議会を新設する際には、公
募により選出される委員を設定
するよう担当課へ個別に依頼
する。

平成25年度の構成比は5.3％（全
審議会委員のうち全公募委員数
32人／全審議会委員数601人）

「審議会等の設置及び運営に
関する指針」に基づき、各種審
議会の担当課に周知を図る。ま
た、特に審議会を新設する際に
は、公募委員を登用するよう担
当課へ個別に依頼する。

Ｂ 4

公募委員のいない審議会が依然と
して存在しているので、各種審議
会委員の選任において、公募によ
り選出される委員の数を増やすた
め、「審議会等の設置及び運営に
関する指針」に基づき、各種審議
会の担当課に各課メールにて周知
を図る。また、特に審議会を新設す
る際には、公募により選出される委
員を設定するよう担当課へ個別に
依頼する。

こども支
援室

平成25年度は委員の任期満了
を迎えるため、新たに委員の選
考を行う。
その際に積極的に女性委員の
登用を図る。
会議中の保育ができることにつ
いて周知徹底を図る。

次世代育成支援対策地域協議会
委員数１５人中１０人が女性委員であ
る。市民公募枠３人は全て女性であ
る。
子ども・子育て会議
委員数１５人中８人が女性委員であ
る。
市民公募枠３人中２人が女性である。

市民が協議会に積極的に参加でき
るような環境を整備する。 Ａ 3

2年任期なので次期選考は平成27
年度になる。
子ども・子育て会議開催の時に
は、保育つきであることを伝え参加
しやすい環境をつくる。

事業等

鎌ケ谷市男女共同参画推進計画第１次実施計画進行管理表(一覧)

目標No

具体的施策

1
女性委員比率目標（３０％）の
達成

2
女性委員の登用のための公募
枠の拡大
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3 行政室

女性委員のいない審議会を目
標年度である平成25年度まで
になくすため、「審議会等の設
置及び運営に関する指針」に基
づき、各種審議会の担当課に
周知をはかる。また、特に審議
会を新設する際には、女性委
員を登用するよう担当課へ個別
に依頼する。

平成25年度の女性委員がいない
審議会比率は35.5％（22審議会／
62審議会）

「審議会等の設置及び運営に
関する指針」に基づき、各種審
議会の担当課に周知を図る。ま
た、特に審議会を新設する際に
は、女性委員を登用するよう担
当課へ個別に依頼する。

Ｂ 4

女性委員のいない審議会を目標
年度である平成26年度までになく
すため、「審議会等の設置及び運
営に関する指針」に基づき、各種
審議会の担当課に各課メールにて
周知を図る。また、特に審議会を新
設する際には、女性委員を登用す
るよう担当課へ個別に依頼する。

4
男女
共同
参画室

推薦できる体制を維持し、女性
委員のいない審議会所属に対
して推薦をするよう働きかける。

男女共同参画関係団体ネットワー
ク会議の登録団体に対し、審議会
等の委員推薦依頼がきた時に、登
録団体の中から委員を選出するこ
とに引き続き合意を得たが、依頼
がなかった。

推薦依頼が来るよう各所属に
対して、引き続き働きかけてい
く。

Ｂ 4

推薦できる体制を維持し、女性委
員のいない審議会所属に対して推
薦をするよう働きかけるとともに、
男女共同参画関係団体ネットワー
ク会議への加入促進を図る。

イ 女性職員の採用・管理職への登用等の推進

事
業
No

所属所名 25年度の取組内容 25年度の実績内容 課題・調整事項等
事業実
施度

男女共
同参画
の視点

２６年度の取組内容

5 人事室

性別にかかわりのない、成績に
よる採用を継続する。
また、引き続き女性職員の職域
の拡大を図るため、これまで男
性職員でなければ困難とされて
いた職域に女性職員を配置す
ることを検討する。

性別にかかわりのない採用を行っ
た。
平成２５年度においては、女性の
建築職を２名配置した。

性別にかかわりなく働ける職場環
境の整備が課題である。 Ａ 1 ２５年度と同様

6 人事室
男女の区別のない平等な研修
受講を継続する。

男女の区別のない平等な研修を
行った。

Ａ 1 ２５年度と同様

7 人事室
引き続き女性職員の管理職員
への登用の拡大を図る。

女性４名を管理職（課長職以上）と
して登用した。平成２４年度は7.3%
であった女性管理職比率は10.3%
（全管理職のうち女性管理職9人
／全管理職数87人）に上昇した。

引き続き女性職員の管理職への登
用の拡大を図る。 Ａ 1 ２５年度と同様

8 指導室

管理職候補の女性職員の意識
を継続的に醸成し、関連した研
修会への積極的な参加を促
す。

女性管理職として、校長3名、教頭1
名、県東葛飾教育事務所指導主事１
名、教務主任2名であった。

管理職候補の人材の育成を引き続
き進めていく。 Ｂ 1 ２５年度と同様

女性委員登用推進のため市内
関係団体との連携

女性委員のいない審議会等の
数の削減

具体的施策

事業等

職域にとらわれない職員の採
用・拡大

職務分担や研修機会等の男女
平等

市女性職員の管理職への登用
の促進

女性教員の管理職への登用の
促進
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施策の基本的方向 （２） 能力を発揮できるための環境づくり

ｱ エンパワーメントのための研修・学習機会の充実
事
業
No

所属所名 25年度の取組内容 25年度の実績内容 課題・調整事項等
事業実
施度

男女共
同参画
の視点

２６年度の取組内容

9
生涯
学習
推進課

講師派遣を受けることのできる
団体等に対し、企画立案時（要
望時）に男女双方が利用しやす
い配慮について指導する。

講師派遣メニューに登録されてい
る男女共同参画室担当の「新しい
パートナーシップをめざして」の啓
発に努めたが、当該メニューの派
遣を求める団体はなかった。

男女共同参画室において、さら
に魅力のあるメニューをつくる

Ｃ 1

講師派遣を受けることのできる団
体等に対し、企画立案時（要望時）
に男女双方が利用しやすい配慮に
ついて指導する。

10
男女
共同
参画室

平成２３年度の保育ボランティ
ア養成講座をさらに充実させた
ものに改定する。

講座回数を１回増やすとともに、障
がいのある子どもに対する支援に
ついての講義に加えたことで、講
座の充実を図ることができた。

Ａ 4
他市や国立女性教育会館での過
去の研究等を参考にしながら、学
習プログラムについて研究する。

11
男女
共同
参画室

市民企画セミナー運営委員を
募り、企画していく中で男女共
同参画を理解してもらう。国立
女性教育会館(ヌエック)で実施
される女性リーダー等の交流・
研修会への参加を促し育成し
ていく。

女性２名を含む４名の運営委員が
企画運営し、市民企画セミナーを
開催した。ヌエックのセミナーへの
参加は得られなかったが、職員が
参加し研修内容をフィードバックで
きた。

Ｂ 2　3 ２５年度と同様

男女
共同
参画室

県、民間団体等で開催される講
座情報等を収集・提供する。

国・県等からの関係資料を情報
コーナーに配架し周知を図った。
配架にあたっては、見やすいよう
に配架スタンドの位置の変更、チ
ラシの更新に努めた。

Ａ 2　3

きらり鎌ケ谷市民会館への移設に
併せ、利用者が手に取りやすいよ
うに配架スタンドの数や位置につ
いて見直す。

生涯
学習
推進課

生涯学習カレンダーの内容を
確認し、より活用しやすい資料
となるよう工夫する。まなびぃ
ネットの登録情報の更新を図
る。

生涯学習カレンダーを発行すると
ともにまなびぃネットの情報を更新
した。

発行時期が遅れた。 Ｂ 1 4 ２５年度と同様

イ 人材育成に関する情報の整備・提供
事
業
No

所属所名 25年度の取組内容 25年度の実績内容 課題・調整事項等
事業実
施度

男女共
同参画
の視点

２６年度の取組内容

13
男女
共同
参画室

まなびぃネット講師・指導者リス
トを活用し、千葉県女性人材リ
ストへの登録を呼びかける。

まなびぃネットの講師・指導者リス
トの登録者の更新年ではなかった
め、更新年に千葉県人材リストへ
の登録について呼びかけることと
した。

平成２６年度のまなびぃネットか
らきらりネットへの切り替えに伴
い、講師・指導者リストは廃止と
なった。

Ｂ 1
千葉県女性人材リストへの情報提
供により、市内女性の人材発掘と
登録の推進に努める。

＊事業実施度：担当課が自己評価した項目。

A　実施できた 　　　１　事業対象者の現状（男女別・年代別など）を把握した

B　ある程度実施できた 　　　２　事業の企画・立案・実施の際、男女双方の参画または意見を聞いた

C　ほとんど実施できなかった

D　実施していない 　　　４　男女共同参画推進のため、他部署との連携を行った

　＊男女共同参画の視点：担当課が事業を実施するにあたり男女共同参画の視点で取組んだ項目

　　　３　男女双方にとって、利用しやすい配慮をした（情報の提供方法、日時、保育など）

12

具体的施策

事業等

女性リーダーの養成

女性の人材育成情報と登録の
推進

具体的施策

事業等

講師派遣制度の充実

学習プログラムの研究・開発

学習情報の収集と提供
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2 男女共同参画の視点に立った意識改革・慣行の見直し

施策の基本的方向 (1) 男女共同参画の視点に立った意識改革・慣行の見直し

ｱ 性別役割分担意識の是正・慣行の見直し

事
業
No

所属所名 25年度の取組内容 25年度の実績内容 課題・調整事項等
事業実
施度

男女共
同参画
の視点

２６年度の取組内容

14
男女
共同
参画室

男女共同参画セミナーのテーマ
として検討する。

男女共同参画週間事業での映画
「エンディングノート」の上映、市民
企画セミナーでは「明るい終活」を
テーマとして開催し、延べ３２５人
の参加を得た。

Ａ 1　 2 ２５年度と同様

人事室
男女共同参画研修を、職員研
修の中で実施し、新規採用職
員以外の職員にも参加を促す。

男女共同参画研修を新規採用職
員研修と合同実施したが、新規採
用職員以外の職員の参加はな
かった。

新規採用職員以外の職員が研修
に参加しやすい環境を整える Ｂ 4

男女共同参画研修を、職員研修の
中で実施し、対象職員以外の職員
にも参加を促す。

男女
共同
参画室

総務課と連携し職員研修にお
いて取組む。

新規採用職員研修のカリキュラム
に男女共同参画に係る研修を組
み入れた。また、市職員のための
表現ガイドの活用を促すため、あ
らためて全庁的な周知を図った。

Ａ 4 ２５年度と同様

指導室
男女平等の視点に立った業務
の割り振り及び業務の内容を
検討していく。

十分な話し合いのもとに男女平等の
視点に立った業務割り振りを行った。

男女平等の視点に立った業務の割
り振り、及び業務の内容を今後とも
検討していく。

Ｂ 2
各種調査を行うとともに研修等による
意識改革を行う。

16 人事室
引き続き職場での旧姓使用の
制度の周知を図る。

平成２５年度は旧姓使用の申請が
なかった。

徐々に周知されていると考える
が、さらなる周知を図っていく。

Ｂ 3 ２５年度と同様

イ 広く市民に行きわたる広報・啓発活動の展開

事
業
No

所属所名 25年度の取組内容 25年度の実績内容 課題・調整事項等
事業実
施度

男女共
同参画
の視点

２６年度の取組内容

17
男女
共同
参画室

男女共同参画意識の醸成のた
め、関連情報を市広報や市及
び男女共同参画推進センター
ホームページに随時掲載する。

市及び男女共同参画推進セン
ターホームページ等に事業等の掲
載を行うとともに、地域新聞等の
媒体も使い事業の広報に努めた。

Ａ 2 ２５年度と同様

目標No

具体的施策

事業等

人それぞれの生き方や多様な
家族を認め合う意識を醸成す
るための講演会・講座の実施

15
男女共同参画の視点に立った

市の業務の見直し

職場での旧姓使用の周知

具体的施策

事業等

広報媒体の活用
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18
男女
共同
参画室

市民と協働で男女共同参画情
報誌『ほほえみ』第９号を発行
する。

男女共同参画情報誌「ほほえみ」
第９号を発行し全戸配布した。

Ａ 1　2
市民と協働で男女共同参画情報
誌『ほほえみ』第１０号を発行する。

19
男女
共同
参画室

男女共同参画セミナーのテーマ
として検討する。

男女共同参画週間事業での映画
上映、市民企画セミナー、行政企
画セミナーで延べ３９７人の参加を
得た。

Ａ
1 2
4

２５年度と同様

施策の基本的方向 （２） メディアにおける女性の人権の尊重

ｱ 市の広報・出版物等における性にとらわれない表現の推進

事
業
No

所属所名 25年度の取組内容 25年度の実績内容 課題・調整事項等
事業実
施度

男女共
同参画
の視点

２６年度の取組内容

20
男女
共同
参画室

「男女共同参画の視点から考え
る鎌ケ谷市職員のための表現
ガイド」の周知

「男女共同参画の視点から考える
鎌ケ谷市職員のための表現ガイ
ド」について、あらためて全庁内な
周知を図った。

Ａ 2   4 ２５年度と同様

21
男女
共同
参画室

市職員のための表現ガイドを活
用し、事前のチェックを検討す
る。

「男女共同参画の視点から考える
鎌ケ谷市職員のための表現ガイ
ド」（平成19年度作成、25年3月改
訂）を周知することにより、事前
チェックの効果をはかった。

Ｂ 4 ２５年度と同様

イ 女性の人権を尊重した表現の推進

事
業
No

所属所名 25年度の取組内容 25年度の実績内容 課題・調整事項等
事業実
施度

男女共
同参画
の視点

２６年度の取組内容

男女
共同
参画室

平成２６年度実施予定
センターニュースのテーマとして検
討する。

生涯
学習
推進課

「子育て」で自由に外出しにくい
子育てママを対象にインター
ネットなどで多くの情報を発信
する。（まなびぃネット、市ホー
ムページ等）

ボランティア団体との協働によりパ
ソコン講座を開催した。
パソコンに対する需要は高く、毎
回、定員を超える応募がある。

今後、さらなる需要に応えるべ
き体制を整えるなど、フレキシ
ブルに対応する必要がある。

Ａ 3 ２５年度と同様

＊事業実施度：担当課が自己評価した項目。

A　実施できた 　　　１　事業対象者の現状（男女別・年代別など）を把握した

B　ある程度実施できた 　　　２　事業の企画・立案・実施の際、男女双方の参画または意見を聞いた

C　ほとんど実施できなかった

D　実施していない 　　　４　男女共同参画推進のため、他部署との連携を行った

啓発紙の発行

男女共同参画に関する講演
会・講座の実施

具体的施策

事業等

行政刊行物等に関するガイドラ
インの周知

行政刊行物の事前チェックの
検討

具体的施策

事業等

22
メディア・リテラシーの向上に関
する講座等の実施

　＊男女共同参画の視点：担当課が事業を実施するにあたり男女共同参画の視点で取組んだ項目

　　　３　男女双方にとって、利用しやすい配慮をした（情報の提供方法、日時、保育など）
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3 男女のワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の支援

施策の基本的方向 (1) 労働の場における男女平等の推進

ｱ 雇用の場における男女の均等な機会と待遇の確保（性別による不平等が生じることのないよう雇用者等への啓発

事
業
No

所属所名 25年度の取組内容 25年度の実績内容 課題・調整事項等
事業実
施度

男女共
同参画
の視点

２６年度の取組内容

23
商工
振興課

男女雇用機会均等法に関する
パンフレット等を配布する。
育児休業・介護休業取得につ
いてのパンフレット等を配布す
る。
男女雇用機会均等法に関する
情報を広報に掲載し周知を図
る。労働時間短縮やフレックス
タイム制度についての啓発を図
るため、パンフレット等を配布す
る。労働者派遣法に関するパン
フレット等を配布し、周知を図
る。パートタイム労働法に関す
るパンフレット等を配布する。

国、県の作成したポスター・パンフ
レットを掲示した。

Ｂ 3 ２５年度と同様

商工
振興課

男女共同参画表彰制度に関す
る情報を広報、HPに掲載し周
知を図る。

『｢均等・両立推進企業表彰」候補
企業の募集』に係る広報掲載を実
施した。

Ａ 3 ２５年度と同様

男女
共同
参画室

千葉県で実施している男女共
同参画表彰制度を広報等で周
知する。

男女共同参画推進センターにパン
フレットを配架することで制度の周
知を図った。

Ａ 3
男女共同参画推進センターにパン
フレットを配架するとともに、セン
ターウェブサイトにも掲載していく。

イ 農業、自営業等における男女共同参画の確立（農業、自営業等における男女のパートナーシップの確立）

事
業
No

所属所名 25年度の取組内容 25年度の実績内容 課題・調整事項等
事業実
施度

男女共
同参画
の視点

２６年度の取組内容

商工
振興課

女性が様々な分野や職域で活
躍している企業をパンフレット等
で紹介する。
男女雇用機会均等法に関する
ポスターの掲示及びパンフレッ
トの配布を行う。

永年勤続優良従業員表彰式を開
催し、永年勤続優良従業員とし
て、女性１９名を表彰し広報で掲
載した。
男女雇用機会均等法に関するパ
ンフレットを配布した。

Ａ 1 ２５年度と同様

男女
共同
参画室

男女共同参画セミナーのテーマ
として検討する。

男女共同参画週間事業での映画
上映、市民企画セミナー、行政企
画セミナーで延べ３９７人の参加を
得た。

Ａ
1  2
3

２５年度と同様

目標No

具体的施策

職場における男女共同参画を
醸成するための研修会等の実
施

25

事業等

男女雇用機会均等法等雇用関
係法の周知

24 男女共同参画表彰制度の周知

具体的施策

事業等
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商工
振興課

男女共同参画研修についての
情報提供を行う。

国、県の作成した男女共同参画に
関するパンフレットを配布した。

Ｂ 3 ２５年度と同様

男女
共同
参画室

男女共同参画に関する出前講
座や雇用に関する情報提供を
行う。

セミナーについて商工会に情報提
供したが依頼がなかった。

Ｂ 4 ２５年度と同様

農業振
興課

情報収集を積極的に行い、各
経営体の業務等への活用を図
る。

東葛飾農業事務所が、主催する
「男女共同参画東葛飾地域推進
会議」に参加した。

今後も、男女共同参画に関する
情報を収集する。

Ｂ 4 ２５年度と同様

商工振
興課

雇用主への女性の職場拡大に
ついての啓発（女性が様々な分
野で活躍している企業を広報で
紹介する。）

永年勤続優良従業員表彰式を開
催し、永年勤続優良従業員として
女性１９名を表彰し広報で掲載し
た。

Ａ 3 ２５年度と同様

農業委
員会

女性役員の登用推進を図るた
め、総会・関係団体に女性の登
用の働きかけを行う。

来年度の改選に向けて推薦母体
に女性委員の登用について働き
かけを行った。
また、東葛飾地区の関係会議へ
参加し理解を深めるとともに、近隣
市と情報交換を行った。

今後も継続して実施する。 Ａ 1 ２５年度と同様

農業
振興課

総会等において、役員への女
性登用の働きかけを行う。

総会等において、役員への女性登
用の働きかけを行ったが、実現で
きなかった。

役員への女性登用を、今後も
継続して実施する。

Ｂ 4 ２５年度と同様

商工
振興課

女性役員の登用推進を図るた
め、女性の登用の働きかけを
関係団体に行う。

次期役員改選に向けて事務局に
対して、女性委員の登用について
働きかけを行った。

商工会には現在５名の女性役員が
おり、今後さらに女性役員を増やす
よう協力依頼する。

Ｂ 1
女性役員の登用推進を図るため、
女性の登用の働きかけを関係団
体に行う。

28
農業
委員会

女性役員の登用推進を図るた
め、総会・関係団体に女性の登
用の働きかけを行う。

来年度の改選に向けて推薦母体
に女性委員の登用について働き
かけを行った。
また、東葛飾地区の関係会議へ
参加し理解を深めるとともに、近隣
市と情報交換を行った。

今後も継続して実施する。 Ａ 1 ２５年度と同様

29
農業
振興課

農業事務所と連携を強化し、家
族経営協定の有効性を広く周
知していく。

農業者が参加する各種会議にお
いて家族経営協定締結時に有効
性等の周知を図った。

家族経営協定の有効性を広く
周知するため、農業事務所との
連携を強化していく。

Ｂ 4 ２５年度と同様
家族経営協定の締結に向けた
情報提供

26
事業所に対する男女共同参画
研修等の支援

27
男女共同参画の視点に立った
業務等の見直しの促進

関係団体への役員の女性登用
の働きかけ

28

関係団体への役員の女性登用
の働きかけ
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施策の基本的方向 （２） 女性の就労支援

ｱ 女性に対する就労能力開発支援

事
業
No

所属所名 25年度の取組内容 25年度の実績内容 課題・調整事項等
事業実
施度

男女共
同参画
の視点

２６年度の取組内容

30
商工
振興課

女性の再就職に対する講座を
実施する。

千葉県ジョブサポートセンターが
開催した女性の再就職支援セミ
ナーに協力し、７名が参加した。

Ａ 1 ２５年度と同様

31
商工
振興課

無料職業紹介所により女性の
労働相談を充実する。

職業紹介を含め、男女問わない形
での労働相談を実施した。

Ａ 3 ２５年度と同様

32
商工
振興課

女性の再就職に対する情報を
広報等で提供する。

女性の再就職応援セミナーの開
催等、女性の再就職に関するパン
フレットを配布した。

Ａ 3 ２５年度と同様

33
商工
振興課

女性の起業に対する情報の提
供を行うとともに、起業支援補
助金による支援を行う。

国、県の作成した企業支援に関す
るパンフレットを配布した。
男女問わず企業支援補助金の募
集をし、１件の申請があった。

Ｂ 3 ２５年度と同様

イ 働く女性の健康管理対策の推進

事
業
No

所属所名 25年度の取組内容 25年度の実績内容 課題・調整事項等
事業実
施度

男女共
同参画
の視点

２６年度の取組内容

商工
振興課

働く女性の健康管理について
パンフレット等を配布する。

働く女性の健康管理等に関するパ
ンフレットを配布した。 Ａ 3 ２５年度と同様

健康
増進課

妊婦面接にて周知し利用の仕
方について伝える。

母子健康手帳交付時に、働く妊婦
が安心して、安定した妊娠生活が
継続できるように、制度の周知を
行った。

Ａ 1 ２５年度と同様

34

具体的施策

事業等

労働関係講座の実施

労働相談の充実

再就職に向けた情報の提供

女性の起業支援

具体的施策

事業等

雇用主への働く女性に対する
健康管理対策実施の働きかけ
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施策の基本的方向 （３） 男女がともに仕事と生活の両立ができる環境づくり

ｱ 家庭生活（家事・育児・介護等）への男女共同参画の推進

事
業
No

所属所名 25年度の取組内容 25年度の実績内容 課題・調整事項等
事業実
施度

男女共
同参画
の視点

２６年度の取組内容

人事室
ノー残業デーを厳格なものと
し、さらなる拡大を目指す。

文書での通知、庁内放送での呼び
かけ、連絡会議を通して周知を
行った。

Ａ 3 ２５年度と同様

商工
振興課

ワーク・ライフ・バランスに関す
るパンフレット等を提示し、ノー
残業デーの拡大を図る。

国、県の作成したパンフレットを配
布した。
女性の再就職応援セミナーの開
催及び育児・介護に関するパンフ
レットを配布した。

Ｂ 3 ２５年度と同様

男女
共同
参画室

パンフレット等による情報提供
を行う。

男女共同参画推進センターにパン
フレットを配架した。職員がワー
ク・ライフ・バランスのセミナーに参
加し、課内へフィードバックするこ
とができた。

Ａ 2  3
パンフレット等による情報提供をし
ていくとともに、ウェブサイトにも掲
載していく。

36
商工
振興課

パンフレット等を配布し、仕事と
育児・介護の両立しやすい職場
の意識啓発を図る。

国、県の作成した育児・介護に関
するパンフレットを配布した。

Ｂ 3 ２５年度と同様

障がい
福祉課

手話奉仕員養成講座などで意
識啓発や子育てや介護の情報
交換をする機会を作る。

平成25年度手話奉仕員養成講座基礎
(全30回)を開催。参加者10名　内5名
修了。難聴者のための手話講習会(全
10回)を開催。参加者9名　内9名修
了。啓発のための手話講習会(全7回)
を開催。参加者12名　内12名修了。

昨年度と比較して参加者及び
修了者が減少したことで、情報
交換の機会も少なくなった。講
座の参加者を増やし、引き続き
情報交換の機会を作る必要が
ある。

Ｂ 1
手話奉仕員養成講座などの講座参加
者を増やすとともに、情報交換の機会
を設ける。

こども
支援室

ホームページのリニューアルや
携帯やスマートフォンでの情報
提供をし、新規参加者数を増や
す。

様々な場所で実施できた。
また、子育て子育ち応援サイトを立ち
上げた。

新規の方の参加をもっと増やして
いきたい。
パパとの交流の場を増やしていき
たい。

Ａ 3

子育て支援センターを核にこども課、
児童センター、保育園、子育てサロン、
つどいの広場において様々な子育ての
情報を提供する。

保育支
援室

子育て支援事業実施の情報提
供をする。

妊娠期、子育て期の対象事業に
おいて、共働きの子育てについて
知識の普及を図ると共に、相談で
きる窓口について、ガイドブック、
ホームページなどで周知を行っ
た。

Ａ 1 ２５年度と同様

ワーク・ライフ・バランスについ
ての啓発

仕事と育児・介護の両立しやす
い職場環境整備の促進

具体的施策

事業等

35

子育て・介護等情報の提供37
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こども支
援室/子
育て支
援ｾﾝﾀｰ

子育て支援センターを核にこど
も課こども支援室、保育支援
室、児童センター、保育園、子
育てサロン、つどいの広場及び
地域子育て支援センターにおい
てさまざまな子育ての情報を提
供する。

広報、ホームページ、子育て・子育
ち応援ガイド及び子育て支援セン
ターだより による情報提供を行っ
た。
子育て・子育ち応援サイトをリ
ニューアルした（かまっこ応援団）

Ａ 3

子育て支援センターを核にこども課こ
ども支援室、保育支援室、児童セン
ター、保育園、子育てサロン、にじの広
場及び地域で実施している子育て支援
事業においてさまざまな子育ての情報
を提供する。

高齢者
支援課

広報で介護保険制度に関する
情報を提供をしていくほか、自
治会等に高齢者福祉サービス
に関する説明会を実施する。ア
ンケート調査については２月に
実施を行う。

広報９月１５日号で、介護保険制度及
び高齢者福祉サービスに関して記事
を掲載。
自治会等からの依頼により、高齢者福
祉サービスに関する説明会を実施。

今年度実施したアンケート調査等
の内容を踏まえ、平成２６年度に第
６期介護保険事業計画の策定作業
を行う。

Ａ 3

広報に介護保険制度に関する情報を
掲載するほか、自治会等の依頼により
説明会を実施する。
第６期介護保険事業計画の策定を行
う。

健康増
進課

気持に余裕を持って育児ができ
るよう、問題がある時に相談場
所をすぐ利用できる体制にす
る。事業を通し、子育て、介護
情報の提供を行う。

妊娠期、子育て期の対象事業に
おいて、共働きの子育てについて
知識の普及を図ると共に、相談で
きる窓口について周知を行った。
また、相談を受けた際子育て等の
情報提供を行った。

Ａ 1 ２５年度と同様

障がい
福祉課

障がいがあっても子育てができ
るように手話通訳派遣制度等
の周知を図ります。

聴覚障がい者の保護者が学校行事に
参加できるよう手話通訳の派遣制度を
利用してもらった。４回／年

手話通訳を必要とする子育て世代
の聴覚障がい者の保護者が減少し
派遣回数も減少している。

Ｂ 1
障がいがあっても子育てができる
ように手話通訳派遣制度等を必要
としている人への周知を図ります。

保育
支援室

子育て支援事業を実施する。
保育園で交流の場や園庭開放を
行った。

Ａ 1 ２５年度と同様

こども支
援室/子
育て支
援ｾﾝﾀｰ

父親の参加を促す。父親同士
の交流の楽しさを伝える。

パパサロンを4回開催
（内、１回は同窓会）
延べ２８組の父子が参加

基本は３回コースであるが、参加が
しやすいように１回参加も可とした Ａ 3

父親の育児参加を促す。
父親同士の交流の楽しさ伝える。

高齢者
支援課

介護に関する知識や技術の講
座を開催する。

介護者教室　実施回数３回
参加男性人数延１７人
（４８人中）

地域包括支援センター主催の事業
であるため、うまく連携をとってい
く。

Ｂ 1
地域包括支援センターと連携の上、介
護者教室を開催する。

健康
増進課

健康相談・診査、育児サークル
等において「食育」「トイレットト
レーニング」「歯磨き指導」をは
じめ身の回りのことが自分でで
きるように指導する。

健康相談・診査、育児教室等にお
いて、年齢にあわせ身の回りのこ
とが自分でできるよう教育、指導を
行った。相談：112回　2218人
教育：103回　2896人実施。

Ａ 1  3 ２５年度と同様

生涯
学習
推進課

各学習センターにおいて家庭教
育セミナーや親子セミナー等の
乳幼児対象事業の増加、充実
を図る。参加者の増加を呼びか
ける。

各学習センター（公民館）におい
て、乳幼児期対象の家庭教育セミ
ナーや親子セミナー等を開催し
た。

子育て世代の参加に対する働
きかけを積極的に行う。

Ｂ 2  4 ２５年度と同様

子育て・介護等情報の提供

子育て・介護等の講座の実施38

37

-  10 -



障がい
福祉課

窓口の相談強化に加え、相談
事業の周知、地域活動支援セ
ンターへの相談事業の充実に
努める。

八千代地域活動支援センター１５
１人、サポートネット鎌ケ谷２，１０
８人

市外の地域活動支援センター
における鎌ケ谷市の相談件数
は増加傾向にあるが、引き続き
相談事業所の周知が必要であ
る。

Ｂ 1

窓口の相談強化に加え、市内外に
おける相談事業所の周知、地域活
動支援センターへの相談事業の充
実に努める。

こども
支援室

親子教室や子育てサロン等を
実施する中で様々な相談に応
じている。また子育て支援セン
ターでは、にじの広場を実施し
ている。パパサロン開催予定。
南児童センターにおいて、つど
いの広場を実施予定。

各種子育てサロンを各児童セン
ターで実施し、延べ10,645人の利
用者有。
にじの広場（子育て支援センター）
開催日数146日、利用者4,620組、
9,649人。
つどいの広場（南児童センター）
開催日数76日、利用者1,793組、
3,740人。
パパサロン（子育て支援センター）
開催日数3日、利用者22組、44
人。パパ同士の交流が持てて良
かったという声が多数あった。

新規利用者の増加 Ａ 3

親子教室や子育てサロン等を実施
する中で様々な相談に応じており、
パパサロンも開催予定。また、子
育て支援センターではにじの広場、
南児童センターではつどいの広場
を実施している。北中沢児童セン
ター、くぬぎ山児童センター、粟野
コミュニティセンターにおいてつど
いの広場を実施予定。

保育
支援室

保育園で乳幼児の子育ての不
安、悩みなどの相談に応じる。

保育園で乳幼児の子育ての不
安、悩みなどの相談に応じた。

Ａ 1 ２５年度と同様

こども支
援室/子
育て支
援ｾﾝﾀｰ

乳幼児の子育てに関する各種
相談に応じる。また、必要に応
じて他機関へつなげていく。

各種子育てサロン及び子育て支
援センターにおいて子育て相談の
対応を行った。

Ａ 1  4 ２５年度と同様

高齢者
支援課

地域包括支援センターと連携の
もと、情報の共有や相談業務を
行っていく。

相談件数
(平成２４年度)
地域包括支援センター 3,411件
(平成２５年度)
高齢者支援課　　　   　113件

各地域包括支援センターと連携し、
業務にあたっていくことが重要であ
る。

Ａ 1
地域包括支援センターと共に、相談業
務を行う。

健康
増進課

市内１０会場で３８回、初めての
親子が集える交流の場を実施
する。

市内10会場で３８回実施。年間
392組の親子（新規参加親子）が
参加した。今年度より、集いの場を
児童センターのサロンへ移行し、
継続参加者はそちらで対応するこ
とになった。

Ａ
1  3
4

２５年度と同様

40
こども発
達ｾﾝﾀｰ

家族参観日の実施と保護者対
象の講演会の実施。

家族参観日を日曜日に実施し、同
時に父母を交えて懇談会を開催し
た。また、保護者対象の救急法の
研修会を２回に分けて実施した。
これらにより、保護者間の交流や
情報交換になった。

２６年度も同様の方法で継
続する。

Ａ 1  3 ２５年度と同様

子育て支援環境の充実（ファミ
リーサポートセンター・保育園・
放課後児童クラブ（学童保育）・
児童館等）

39 子育て・介護等の相談の充実
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こども
支援室

放課後クラブの開設時間延長
について検討する。こども医療
費の平成２６年度のからの拡充
の準備をする。

放課後児童数　406人
（平成25年5月1日）
放課後児童クラブの開設時間を下記のとお
り変更した。
平日　放課後～19：00
土・長期休暇　8：00～19：00
児童センター運営委員会連絡協議会を開
催
（平成25年11月22日）
児童手当の支給や子ども医療費等の助成
を行うことにより、子育てにかかる軽減を
図った。
児童手当　　　　8,614人
子ども医療費　13,461人

平成２７年度からの子ども・子育て
新制度への移行に向けた調整が
必要。

Ａ 1

各小学校内に放課後児童クラブ
（学童保育）を設置することにより、
保護者が昼間家庭にいない児童
に、放課後に適切な遊び及び生活
の場を与えて、その健全な育成を
図る。
児童館事業の充実（親子教室、子
どもクラブ、行事の充実を図る。）
子育てにかかる経済的負担を軽減
するため、児童手当の支給や子ど
も医療費助成を行う。

保育
支援室

平成２５年度も継続実施。市単
補助分17,000円。一時保育、延
長保育、病後児保育を継続実
施する。市内幼稚園での預かり
保育の推進。（幼稚園6園での
継続事業に補助する。）

幼稚園就園奨励費補助金を実
施。一時保育は保育園６園で、病
後児保育は１施設で実施。預かり
保育は私立幼稚園６園で実施。

Ａ 1

平成26年度も継続実施。市単補助
分１７,000円。一時保育、延長保
育、病後児保育を継続実施する。
市内幼稚園での預かり保育の推
進。（幼稚園6園での継続事業に補
助する。）

子育て
総合
相談室

ファミリーサポートセンターの提
供会員数の拡充を図り、子育て
における市民相互支援体制の
拡充を図る。

会員数：650人（依頼会員：470人、
提供会員141人、両会員39人）
援助活動実績：2,145件

Ａ 3 ２５年度と同様

学務保
健室

就学援助費受給申請者に対し
認定審査を行い、該当世帯に
対し学用品費、校外活動費、学
校給食費等、就学に必要な援
助を実施する。

要保護児童生徒：118人
準要保護Ⅰ児童生徒：408人
準要保護Ⅱ児童生徒：59人
に対し、39,662千円の援助を行った。

国の生保基準の見直しに伴う
国からの通知等に基づき、平成
26年度認定基準は平成25年度
と同じものを使用することとした
が、27年度以降の認定基準に
ついて検討をしていく必要があ
る。

Ｂ 1  3

就学援助費受給申請者に対し、認
定審査を行い、該当世帯に対し学
用品費、校外活動費、学校給食費
等、就学に必要な援助を実施す
る。（消費税増税に伴う措置とし
て、国の定める支給額に合わせ、
学用品費等の支給額を増額す
る。）

こども
支援室

ひとり親家庭に対する制度は現
状維持であるが、手続方法等
について対象者の利便性の向
上が図れるよう検討する。

２５年度作成のひとり親等ガイドブッ
ク、各種制度のパンフレット、リーフ
レットを窓口におき、相談に来た方に
はその場で配布し、制度の説明を行っ
ている。
また、医療費助成申請は窓口のみの
受付であったが、８月より郵送受付も
可能とした。

利用率の低い制度について周知方
法の検討を行う。 Ａ 1  2

ひとり親家庭に対して、各種事業の情
報提供の強化を図る。

子育て
総合
相談室

母子自立支援員などが、経済
上の問題や児童の就学、子育
てに関して相談に応じる。
母子福祉資金（貸付）業務など
各種制度を充実する。母子家
庭自立支援給付金事業の対象
者に父子家庭を加えることを検
討する。

ひとり親家庭（旧母子家庭）高等技能
訓練促進費、ひとり親家庭（旧母子家
庭）自立支援教育訓練付金制度の対
象を父子家庭にも拡大。

国の動向によって制度が変更され
ており、それに併せた的確な対応
が必要。

Ａ 1

母子自立支援員などが、経済上の問
題や児童の就学、子育てに関して相談
に応じる。母子福祉資金（貸付）業務な
ど各種制度を充実する。母子福祉資金
（貸付）業務の対象者に父子家庭を加
えることを検討する。

ひとり親家庭等に対する情報・
相談・経済的支援

41

40

子育て支援環境の充実（ファミ
リーサポートセンター・保育園・
放課後児童クラブ（学童保育）・
児童館等）
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こども支
援室/子
育て支
援ｾﾝﾀｰ

子育て支援センターを核に各保
育園、児童センター、地域子育
て支援センター、健康増進課、
幼児療育指導室などと連携した
子育てネットワークを構築し、子
育ての支援、情報提供を行う。

子育て関係機関、関係団体で構
成する子育てネットワーク会議を
６月２０日に開催。
武蔵野大学　武田信子教授による
コミュニテイワークに関する講演を
１１月２０日実施

関係機関との連携 Ａ 4

子育て支援センターを核に各保育
園、児童センター、地域子育て支
援センター、健康増進課、こども発
達センターなどと連携した子育て
ネットワークを構築し、子育ての支
援、情報提供を行う。

生涯
学習
推進課

引き続き子育てネットワーク会
議を開催し､情報交換を行う。
子育て支援講演会を開催する。

子育て関係機関、関係団体で構
成する子育てネットワーク会議を１
１月２０日に開催した。

事務局で話し合いの場を持ち、
今後の方針を協議した。

Ａ 2  4 ２５年度と同様

男女
共同
参画室

子育て中の方が講座等に参加
できるよう保育ボランティアを養
成する。

行政企画セミナーとして保育ボラ
ンティア養成講座を実施し、延べ５
４名の参加が得られた。

Ａ
1　3
4

保育付き講座等の利用促進を図っ
ていく。

こども
支援室

平成２６年度より子ども医療費
助成対象を拡大する予定のた
め、条例改正やシステム改修
等の準備を行う。

子ども医療費助成
平成２６年４月１日より通院・調剤の対
象を中学校３年生まで拡大するための
準備。
出生・転入により申請する場合は、出
生・転入日から助成とする改正の準
備。

子ども医療費助成は助成対象年齢
が県に準じてはいるが、他市から
は遅れている状況であるため助成
対象者拡大が課題である。

Ａ 1
子育てにかかる経済的負担を軽減す
るため、児童手当の支給や子ども医療
費助成を行う。

保育
支援室

保育園で家庭生活をおくる習慣
を身につける。

身の回りのことが自分でできるよう
保育園で指導を行った。

Ａ 1 ２５年度と同様

こども支
援室/子
育て支
援ｾﾝﾀｰ

父親の育児参加を促す。
父親同士の交流の楽しさを伝
える。

パパサロンを4回開催
（内、１回は同窓会）

基本は３回コースであるが、参加が
しやすいように１回参加も可とした Ａ 3 ２５年度と同様

高齢者
支援課

生涯大学校入学に関して広報
活動を実施するほか、県主催
の市町村連絡会議において情
報共有を行う。

公共施設に対し、募集広告を掲示する
他、当課窓口にて願書配布及び受付
を行う。

今年度より、願書配布だけではな
く、受付も実施。 Ａ 3

生涯大学校入学に関し、広報活動を実
施する。

生涯
学習
推進課

家庭生活に関する講座や研修
を実施する。

子どもの発達時期に応じ、家庭教
育に関する講座を各学習センター
（公民館）で開催した。

子育て世代の参加に対する働
きかけを積極的に行う。

Ｂ 2 4 ２５年度と同様

42 子育てネットワークの充実

43
男女の差なく家庭生活をおくる
ことのできる支援や学習機会
の提供
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イ 地域活動への男女共同参画の推進

事
業
No

所属所名 25年度の取組内容 25年度の実績内容 課題・調整事項等
事業実
施度

男女共
同参画
の視点

２６年度の取組内容

44
市民
活動
推進課

より多くの人が参加できるよう
説明会や講演会等の開催日時
に配慮し、保育の利用もできる
よう引き続き行う。

市民活動推進センター及び市民
活動推進センターＨＰ等において、
情報提供を行った。また、講座開
催時は保育利用者がいた。

　市民公益活動団体や市民を対象
にした講座企画時に、曜日や時間
帯を配慮するとともに、保育も引き
続き利用できるよう調整をした。

Ｂ 3 ２５年度と同様

45
男女
共同
参画室

保育ボランティア養成講座を行
い、ボランティアを養成する。よ
り多くの人が参加できるよう説
明会や講演会等の開催日時に
配慮し、保育付で実施する。

保育ボランティア養成講座の設定
時間を午後にして実施し、延べ５４
名の参加が得られた。

Ａ
1
3

より多くの人が参加できるよう講演
会等の開催日時に配慮し、保育付
で実施していく。

＊事業実施度：担当課が自己評価した項目。

A　実施できた 　　　１　事業対象者の現状（男女別・年代別など）を把握した

B　ある程度実施できた 　　　２　事業の企画・立案・実施の際、男女双方の参画または意見を聞いた

C　ほとんど実施できなかった

D　実施していない 　　　４　男女共同参画推進のため、他部署との連携を行った

具体的施策

事業等

ボランティア活動など地域社会
への参加の促進

曜日や時間帯に配慮した各種
相談、説明会、講演会等の実
施

　＊男女共同参画の視点：担当課が事業を実施するにあたり男女共同参画の視点で取組んだ項目

　　　３　男女双方にとって、利用しやすい配慮をした（情報の提供方法、日時、保育など）
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4 女性に対するあらゆる暴力の根絶

施策の基本的方向 (1) ドメステッィク・バイオレンス（配偶者やパートナー等からの暴力）等対策の推進

ｱ 関係機関の連携の推進

事
業
No

所属所名 25年度の取組内容 25年度の実績内容 課題・調整事項等
事業実
施度

男女共
同参画
の視点

２６年度の取組内容

46
男女
共同
参画室

関係各課とDVに関し一同に会
して理解を深める。

個別ケース会議に参加し連携を
図った。DV関係各課の担当職員
を対象に、DVに関した勉強会を開
催した。

Ａ 4 ２５年度と同様

47
男女
共同
参画室

ＤＶ被害者支援を行うため、民
間施設や公共施設と連携する。

関係各課と連携を図り、緊急時の
適切な対応（シェルター入所１名）
を行った。

Ａ 4 ２５年度と同様

48
男女
共同
参画室

他市の連携を参考にし、連携の
あり方を検討する。

ＤＶ被害者保護の観点から、住民
基本台帳システム利用担当課を
集め、適切な情報管理について認
識を深めることができた。

Ｂ 4 ２５年度と同様

イ 相談体制の充実

事
業
No

所属所名 25年度の取組内容 25年度の実績内容 課題・調整事項等
事業実
施度

男女共
同参画
の視点

２６年度の取組内容

49
男女
共同
参画室

「女性のための相談窓口」の周
知を図ると共に相談時の保育
について利用しやすい設定に
変更する。

市ホームページ・広報への掲載、
市内大型スーパー・公共機関の女
性トイレへ相談案内カードを設置し
相談窓口の周知に努めた。保育
付きの設定を午前から午後に変
更し、４名の保育利用があった。

保育の利用が前年度より増え
たものの、依然少ない状況にあ
ることから、設定時間帯等を再
考する必要がある。

Ａ 2  3
「女性のための相談窓口」の周知
を図るとともに、相談開始時間及び
保育の時間枠について変更する。

50
男女
共同
参画室

設置している市の情報から設
置についての検討を行う。

設置市の状況を把握し検討した
が、相談員、部屋の確保の面から
設置が困難であると判断した。

Ａ 4
設置が困難であるため平成２７年
度まで保留とする。

目標No

具体的施策

事業等

庁内体制の整備

民間施設や社会福祉施設等と
の連携

DV対策ネットワークの構築

具体的施策

事業等

相談体制の充実

配偶者暴力相談支援センター
の設置に関する検討
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ウ 被害者の保護・自立支援

事
業
No

所属所名 25年度の取組内容 25年度の実績内容 課題・調整事項等
事業実
施度

男女共
同参画
の視点

２６年度の取組内容

51
男女
共同
参画室

被害者の保護と自立支援のた
めに、関係各課が情報の共有
を図り、連携体制を充実させ
る。

関係各課と連携を図り、緊急時の
適切な対応を行った。

Ａ 4 ２５年度と同様

エ 被害者の子どもの保護と支援

事
業
No

所属所名 25年度の取組内容 25年度の実績内容 課題・調整事項等
事業実
施度

男女共
同参画
の視点

２６年度の取組内容

男女
共同
参画室

緊急を要する保護に対応できる
よう、女性サポートセンターや
児童相談所、母子自立支援施
設等と連携をとるなど、支援の
充実を図る。

児童虐待防止対策等地域協議会
の実務者会議や個別支援会議に
参加し、関係機関との連携を図っ
た。

Ａ 4 ２５年度と同様

子育て
総合
相談室

男女共同参画室に協力しなが
ら子どものいる被害者の世帯に
対する支援を行う。

男女共同参画室と協力しながら子
どものいる被害者の世帯に対する
支援を行った。
緊急避難のため、母子自立支援
施設と連携し、支援を行った。

Ａ 4 ２５年度と同様

オ ドメスティック・バイオレンス等に対する社会認識の形成、啓発

事
業
No

所属所名 25年度の取組内容 25年度の実績内容 課題・調整事項等
事業実
施度

男女共
同参画
の視点

２６年度の取組内容

53
男女
共同
参画室

ﾃﾞｰﾄDV 予防ｾﾐﾅｰが市内中･
高校を1巡したので実施検証を
行い、今後の方向性を検討し実
施する。

他市のセミナーを見学し、より分かり
やすい講師に変更したうえで、市内中
学校１校の２年生を対象にセミナーを
実施し、２１６名の参加が得られた。

Ａ 2
交際をはじめる時期のセミナーの
実施が、より効果的であると考え年
２校のペースで実施していく。

被害者の子どもに配慮した保
護、支援の実施

具体的施策

事業等

ドメスティック・バイオレンスに
ついての研修等の実施

具体的施策

事業等

被害者の保護・自立支援

具体的施策

事業等

52
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施策の基本的方向 （２） セクシュアル・ハラスメント（性的嫌がらせ）等防止対策の推進

ｱ セクシュアル・ハラスメント等防止対策及び啓発事業の推進

事
業
No

所属所名 25年度の取組内容 25年度の実績内容 課題・調整事項等
事業実
施度

男女共
同参画
の視点

２６年度の取組内容

人事室

全職員の受講を目標として毎
年ハラスメント（セクシュアル・
ハラスメントを含む）防止研修を
実施する。正規職員の受講率
を９０％まで引き上げる。

ハラスメント（セクシュアル・ハラス
メントを含む）防止研修を実施し、
３９名が参加した。正規職員の受
講率は８６％となった。

職員の受講率１００％達成のた
め引き続きハラスメント（セク
シュアル・ハラスメントを含む）
防止研修を実施していく。また、
対象を非常勤職員まで拡大し
ていくことが課題である。

Ｂ 4 ２５年度と同様

商工
振興課

平成２６年度実施予定
平成２６年度に実施計画がある
ため今年度は実施せず。

実施計画の検討

男女
共同
参画室

商工会報に記事を掲載する。
商工会報の記事掲載はできな
かったが、チラシの配架による啓
発を行うことができた。

商工会との早期の調整が必要
である。

Ｂ 4
早期に調整のうえ商工会報に記事
を掲載する。

55
男女
共同
参画室

平成２６年度実施予定
市職員を対象にセクシュアル・ハラ
スメント等に関する調査を実施予
定。

人事室

ハラスメント苦情相談員及び苦
情処理委員会を設け、職場に
おけるハラスメントの防止を図
る。

ハラスメントに関する相談件数は１
件であった。

Ｂ 3 ２５年度と同様

商工
振興課

セクシュアル・ハラスメントに関
するパンフレット等の配布を行
う。

国、県の作成したセクシュアル・ハ
ラスメントに関するパンフレットを
配布した。

Ｂ 3 ２５年度と同様

人事室

ハラスメント苦情相談員及び苦
情処理委員会の設置、研修の
実施によりハラスメントの防止
を図る。

ハラスメントに関する相談件数は１
件であった。

Ｂ 3 ２５年度と同様

商工
振興課

セクシュアル・ハラスメント防止
のための関連パンフレット等を
配布する。

国、県の作成したセクシュアル・ハ
ラスメントに関するパンフレットを
配布した。

Ｂ 3 ２５年度と同様

＊事業実施度：担当課が自己評価した項目。

A　実施できた 　　　１　事業対象者の現状（男女別・年代別など）を把握した

B　ある程度実施できた 　　　２　事業の企画・立案・実施の際、男女双方の参画または意見を聞いた

C　ほとんど実施できなかった

D　実施していない 　　　４　男女共同参画推進のため、他部署との連携を行った

　＊男女共同参画の視点：担当課が事業を実施するにあたり男女共同参画の視点で取組んだ項目

　　　３　男女双方にとって、利用しやすい配慮をした（情報の提供方法、日時、保育など）

具体的施策

事業等

54
セクシュアル・ハラスメント等を
理解するための学習会の実施

セクシュアル・ハラスメント等に
関する調査の実施

56

57 防止対策の推進

雇用管理上の配慮の徹底
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5 男女共同参画の視点に立った教育の充実

(1) 男女共同参画を推進する教育・学習の充実

ｱ 学校教育における男女共同参画教育の推進

事
業
No

所属所名 25年度の取組内容 25年度の実績内容 課題・調整事項等
事業実
施度

男女共
同参画
の視点

２６年度の取組内容

58 指導室
全教育活動を通して、男女平等
意識を推進していくような指導
の充実を図っていく。

男女平等意識の醸成が図れた。

全教育活動を通して、男女平等意
識を推進した。それぞれのよさを認
め、学校生活に生かしていくような
指導を推進していく。

Ｂ 1 ２５年度と同様

59 指導室

教育活動全体を通して、男女平
等の大切さを周知するととも
に、男女平等の視点で学校生
活を見直す。また、家庭教育で
の啓発も行っていく。

学校生活全体で男女平等意識の醸成
が図れた。

男女協力の大切さ、必要性を中心
に、学校生活の充実を目指し、児
童生徒の学校生活の改善を図って
きた。引き続き、この姿勢を持続し
ていく。

Ｂ 1 ２５年度と同様

60 指導室

児童生徒一人ひとりの個性を
尊重し、性別にとらわれない職
業体験学習の一層の充実を図
る。

個性に応じたより多くの社会体験学習
研修先を確保し、3日間の社会体験研
修を実施した。

個性に応じた受け入れ事業所の一
層の拡大を図る Ｂ 4 ２５年度と同様

イ 生涯学習における男女共同参画の推進

事
業
No

所属所名 25年度の取組内容 25年度の実績内容 課題・調整事項等
事業実
施度

男女共
同参画
の視点

２６年度の取組内容

保育
支援室

子育て支援事業を実施する。
保育園で交流の場などの子育て
支援事業を実施した。

Ａ 1 ２５年度と同様

こども支
援室室/
子育て支
援ｾﾝﾀｰ

子どもの発達を見通した子育て
を考える子育てカレッジを実
施。祖父母教室の実施。

児童センターのない地区にて
１回コースで、３回実施
祖父母教室は中止となる

実施地区での開催場所の確保
参加者のニーズの把握
他機関との連携

Ａ 1

子どもの発達を見通した子育てを考え
る子育てカレッジを実施。
中央公民館と共催で祖父母教室の実
施

生涯
学習
推進課

各学習センターにおいて家庭教
育セミナーや親子教室等を引き
続き実施する。親の悩みを解消
する講座などを開催する。

各学習センター（公民館）におい
て、乳幼児期対象の家庭教育セミ
ナーや親子セミナー等を開催し
た。

子育て世代の参加に対する働
きかけを積極的に行う。

Ｂ 2  4 ２５年度と同様

目標No

施策の基本的方向

具体的施策

事業等

男女共同参画教育の推進

男女共同参画の視点による学
校生活の見直し

性別にとらわれない進路指導
の充実

具体的施策

61
家庭教育セミナーや親子教育
等の実施

事業等
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こども支援
室/子育て
支援セン
ター

父親の育児参加を促す。
父親同士の交流の楽しさを伝
える。

パパサロンを4回開催
（内、１回は同窓会）

基本は３回コースであるが、参加が
しやすいように１回参加も可とした Ａ 3

父親の育児参加を促す。
父親同士の交流の楽しさを伝える

生涯
学習
推進課

平成２５年度の実施予定なし。 平成２６年度の実施予定なし。

63
こども支援
室/子育て
支援ｾﾝﾀｰ

平成２５年度の実施予定なし。 平成２６年度の実施予定なし。

64
生涯
学習
推進課

高齢者向けのＩＴ講習や若年者
向けの講習など、各世代の
ニーズに合った事業を実施す
る。

市民セミナー（東部）、タウンセミ
ナー（北部）等を各学習センター
（公民館）において開催した。

対象の世代に合った事業の企
画・立案を行う。

Ｂ 1  3 ２５年度と同様

65
生涯
学習
推進課

各学習センターにてサークル懇
談会を開催し、指導者育成を図
る。サークル発表会（公民館ま
つり）等を開催する。「おやじの
会」の活動状況を調査し、冊子
にとりまとめる。

各学習センターにおいてサークル
発表会、ふれあいまつり等を実施
した。

「おやじの会」は、会員数の減
少や新規会員がなかなか集ま
らないという課題を抱えている。

Ｂ 2  3 ２５年度と同様

ウ 教育関係者に対する男女共同参画研修の充実

事
業
No

所属所名 25年度の取組内容 25年度の実績内容 課題・調整事項等
事業実
施度

男女共
同参画
の視点

２６年度の取組内容

66 指導室

県主催男女平等研修会の参加
の他に、市主催の不祥事防止
研修会やモラールアップ研修会
を開催する。

セクシュアルハラスメント、パワーハラ
スメントなどを含めた教職員の不祥事
防止研修会を全校で行った。

団塊世代の大量退職に伴い、若手
職員の大量採用により、若手職員
へのきめ細かな周知への取組が必
要である。

Ｂ 1 ２５年度と同様

男女
共同
参画室

男女共同参画に関する研修会
を開催する。

10月に市職員を対象に男女共同参画
に係る研修を開催し２８名の参加が得
られた。

教員の参加を促すには、参加し
やすい日程の設定が必要。

Ｂ
1 2
4

教員も参加しやすいような日程を
検討のうえ、男女共同参画に関す
る研修会を開催する。

生涯
学習
推進課

生涯学習職員研修会を実施す
る。職員の参加者の増加を図
る。読み聞かせボランティアアド
バンス研修会を開催する。.

生涯学習推進研修会を生涯学習
推進関係職員を対象に実施した。
読み聞かせボランティアアドバンス
研修会を開催した。

読み聞かせボランティアアドバ
ンス研修会は、出前講座を実
施した成果があった。

Ａ 2  3 ２５年度と同様

＊事業実施度：担当課が自己評価した項目。

A　実施できた 　　　１　事業対象者の現状（男女別・年代別など）を把握した

B　ある程度実施できた 　　　２　事業の企画・立案・実施の際、男女双方の参画または意見を聞いた

C　ほとんど実施できなかった

D　実施していない 　　　４　男女共同参画推進のため、他部署との連携を行った

62
男性の子育てのセミナーや研
修の実施

学習・行事等における託児の
実施

ライフステージに応じた学習の
推進

団体、グループ、サークルの育
成と支援

具体的施策

事業等

男女共同参画教育のための教
職員研修

67
男女共同参画のための指導者
研修

　＊男女共同参画の視点：担当課が事業を実施するにあたり男女共同参画の視点で取組んだ項目

　　　３　男女双方にとって、利用しやすい配慮をした（情報の提供方法、日時、保育など）
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6 男女共同参画の視点に立った安心・安全なまちづくり

施策の基本的方向 (1) 男女共同参画の視点にたった環境の整備

ｱ 性差に配慮した防犯環境の改善・整備

事
業
No

所属所名 25年度の取組内容 25年度の実績内容 課題・調整事項等
事業実
施度

男女共
同参画
の視点

２６年度の取組内容

68
安全
対策課

関係機関と連携し、防犯サテラ
イト事業を中心としたキャン
ペーンを行い、女性が被害者と
なりやすいひったくりや振り込
め詐欺等の防止を図るととも
に、防犯意識の醸成を図る。

防犯サテライト事業(川慈公園にお
いて実施)として、防犯キャンペー
ンを実施。その中で、女性の被害
者が振り込め詐欺の実演や防犯
講話を実施し、防犯意識の高揚と
啓発を行った(参加者２２０名)。ま
た、北部公民館においても関係機
関と連携し、防犯講話、ひったくり
防止かごカバーの配布(２００個)を
行った(参加者２００名)。

地域安全活動を効果的に推進する
ため、関係機関との連携を通じて、
防犯協会組織の強化やパトロール
隊の加入促進、住民の防犯意識の
継続的な醸成が必要。

Ａ 1  4 ２５年度と同様

69
安全
対策課

自治会等の管理団体が管理す
る防犯灯の維持管理及び新設
時に助成を行う。Ｈ２５年度は、
７，８０８灯の維持管理及び６７
灯の新設を予定

H２５年度、防犯灯７，８４４灯の維
持管理及び６１灯の新設（内４４灯
ＬＥＤ）に対し助成を行った。

従来の水銀灯からLED灯への交換
を行う際について、新設補助対象と
するよう基準の見直しを検討

Ａ 3

自治会等の管理団体が管理する
防犯灯の維持管理及び新設時に
助成を行う。Ｈ２６年度は、７，９３６
灯の維持管理及び６７灯の新設を
予定

70
生涯
学習
推進課

・情報をもとにした効果的な補
導活動の実施。
・『子ども110番の家』の市民へ
の周知及び協力者の意識の啓
発。
・子ども安全メールによる効果
的な安全情報の提供。

既設協力者の高齢化による辞退及び
転出並びに協力店舗の閉鎖等を調
査・整理した。

既設協力者の移動等を迅速に把
握するとともに、学区による偏りを
減らす必要がある。

Ａ 4 ２５年度と同様

イ 男女とも利用しやすい公共施設の整備

事
業
No

所属所名 25年度の取組内容 25年度の実績内容 課題・調整事項等
事業実
施度

男女共
同参画
の視点

２６年度の取組内容

男女
共同
参画室

男女ともに利用しやすい公共施
設の整備が進むよう、職員に対
し、男女共同参画の視点で事
業展開できるよう研修の機会等
を設ける。

10月に市職員を対象に男女共同参画
に係る研修を開催し２８名の参加が得
られた。

A
1 2
4

２５年度と同様

こども
支援室

子育て支援対策として、公共施
設に授乳室を設置し育児中の
方が安心して利用しやすい施
設整備を図る。市役所に授乳
室を設置予定。

庁舎耐震工事が予定されており、当初
予定した場所への設置ができなくなっ
たため、２５年度の設置は延期となっ
た。

庁舎への授乳室設置については、
関係各課と場所や時期等を検討し
ていく。

Ｄ 1 3 総合福祉保健センターに設置予定。

目標No

具体的施策

事業等

地域ぐるみの防犯意識の醸成

防犯灯の維持管理費の助成

環境浄化活動の推進

具体的施策

事業等

71
男女とも利用しやすい公共施
設の整備
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（２） 男女共同参画の視点にたった防災（災害復旧）対策

ｱ 男女共同参画の視点にたった防災（災害復旧）対策

事
業
No

所属所名 25年度の取組内容 25年度の実績内容 課題・調整事項等
事業実
施度

男女共
同参画
の視点

２６年度の取組内容

72
安全
対策課

近年の災害や国・県の上位計
画・関連法令等を踏まえるとと
もに、男女共同参画の視点を
取り入れた地域防災計画の修
正を行う。

近年の災害や国・県の上位計
画・関連法令等を踏まえると共
に、男女共同参画の視点を取
り入れた地域防災計画の修正
を行った。

地域防災計画の修正完了につい
て、関係機関・市民等に対して広く
周知を図る必要がある。
また、今後は修正した地域防災計
画に沿った防災対策を講じていく必
要がある。

Ａ 2  4

平成２５年度に修正した地域防災
計画について、今後、国・県の上位
計画の修正等を踏まえ、更なる計
画の修正が必要となった場合にお
いても同様に男女共同参画の視点
を取り入れていく。

＊事業実施度：担当課が自己評価した項目。

A　実施できた 　　　１　事業対象者の現状（男女別・年代別など）を把握した

B　ある程度実施できた 　　　２　事業の企画・立案・実施の際、男女双方の参画または意見を聞いた

C　ほとんど実施できなかった

D　実施していない 　　　４　男女共同参画推進のため、他部署との連携を行った

施策の基本的方向

具体的施策

事業等

地域防災計画への女性の参画

　＊男女共同参画の視点：担当課が事業を実施するにあたり男女共同参画の視点で取組んだ項目

　　　３　男女双方にとって、利用しやすい配慮をした（情報の提供方法、日時、保育など）

-  21 -



7 だれもが生涯を通じて健康に暮らせる支援の充実

(1) リプロダクティブ・ヘルス/ライツ（性と生殖に関する健康と権利）の推進

ｱ リプロダクティブ・ヘルス/ライツの学習機会の提供

事
業
No

所属所名 25年度の取組内容 25年度の実績内容 課題・調整事項等
事業実
施度

男女共
同参画
の視点

２６年度の取組内容

男女
共同
参画室

男女共同参画セミナー又は情
報誌のテーマとして検討する。

セミナー、情報誌のテーマとして検
討したが、テーマとしてはあがらな
かった。

Ｂ 3
男女共同参画推進センターニュー
スのテーマとして検討する。

こども支
援室/子
育て支援
ｾﾝﾀｰ

鎌ケ谷高校７回
鎌ケ谷西高校６回
鎌ケ谷中学校２回

鎌ケ谷高校　　　　７回
鎌ケ谷西高校　　5回
鎌ヶ谷中学校　　　2回
（思春期学習１回）

学校は、新年度にならないと調整
が出来ない。日程調整の難しさは
ある。
参加親子の周知募集が大変であ
る。

Ａ 4

鎌ケ谷高校　　　　７回
鎌ケ谷西高校　　 ６回
第二中学校　 　２回
健康増進課との共催により、中学生思
春期学習と一緒に実施

健康
増進課

プレママ教室、女性のための健
康教室を開催する。

プレママ教室29回/年。参加者608
人。女性の健康教室を１回開催し
17人参加した。

Ａ 1  3 ２５年度と同様

指導室

男女ともに、発達段階に応じて
一人ひとりの体の構造、清潔を
保つ等の重要性を知るとともに
自分と相手を大切にする意識
浸透を図る。

男女ともに、発達段階に応じて一人ひ
とりの体の構造、清潔を保つ等の重要
性を知るとともに自分と相手を大切に
することの重要性を学んだ。

自分と相手を大切にする重要性を
強調してきた。また、身体的、精神
的、社会的に完全に良好な状態に
あることを発達段階に即して教授
することを目指したい。

Ｂ 3 ２５年度と同様

健康
増進課

保護者、教員向けの思春期講演会
を実施し、正しい性教育の普及を
図り、思春期教育を推進していく。
命を大切にでき、自尊感情を育め
るよう、発達段階に応じた健康教育
内容の充実を図る。

健診会場など様々な会場でパンフ
レットを配布、ポスターの掲示を
行った。女性の健康教室を開催
し、17人の参加があった。
学校での思春期教育を　5校で実
施。495名とその保護者245名が参
加した。また、思春期保健学習会
を実施し、保護者55人に対して、
教育することができた。

思春期健康教育を推進するた
め他機関との連携を強め、教育
の機会を増やす。また、健診受
診率や予防接種率をあげる。

Ａ
1  2
3   4

２５年度と同様

指導室

県主催のエイズ教育研修会へ
の参加、保健体育の時間をは
じめとする教科・領域での指導
の充実を図り、エイズ予防教育
等を促進する。また、市医科研
究協議会にて医師より助言指
導を受ける。

県主催の研修会に教職員が参加し
た。また、医科研究会などで実際に授
業の組立を直接医師から助言を得た

性教育全体についてさらなる相談
活動、広報活動の充実が必要であ
る。

Ｂ 4 ２５年度と同様

目標No

施策の基本的方向

具体的施策

事業等

73
リプロダクティブ・ヘルス/ライツ
の学習の実施

74 正しい性教育の普及
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（２） 性差に配慮した健康の維持増進

ｱ 性差に配慮した健康の維持増進

事
業
No

所属所名 25年度の取組内容 25年度の実績内容 課題・調整事項等
事業実
施度

男女共
同参画
の視点

２６年度の取組内容

健康
増進課

思春期保健学習会「学ぼう!ふ
れよう!!生命誕生～いのちの大
切さ」において､赤ちゃん誕生の
講義と命の大切さについて啓発
する｡タバコ･アルコール･薬物
の害の健康教育を通し､子ども
が自分の健康を考える機会と
する｡また､保護者への講義を
行い､家庭での性教育の振り返
りと､保護者自身の健康につい
ての啓発もしていく｡また､家庭･
学校･地域が連携し､相互の協
調を図ることによって､よりよい
思春期教育が市全体で実施で
きるよう思春期ネットワーク会
議の充実を図る｡

各学校での思春期教育を　小学校
４校・中学校１校で実施。児童495
名とその保護者345名に実施。
思春期ネットワーク会議を学校関
係者、市役所内関係機関、保健所
と開催し、思春期教育の具体的な
教育媒体の検討などを行った。

思春期の子供たちに対し、「自
尊感情を持ち、健康に関する正
しい知識を身につけ、自分自身
や仲間を大切に行動できる」よ
う地域全体でサポートする体制
の充実を図る

Ａ
1  2
4

２５年度と同様

指導室

保健体育指導や生き方の指導
を通じて、女性の性と生殖に関
する自己決定権などについて
意識の浸透を図る。

保健体育指導の充実が図れた。
保健体育指導の研修会などに積極
的に参加し、より指導の充実を図る
必要がある。

Ｂ 1 ２５年度と同様

76
健康
増進課

安心･安全に出産を迎えられる
よう､妊婦面接やﾌﾟﾚﾏﾏ教室、パ
パママ教室において､定期検診
はじめ禁煙･禁酒の必要性につ
いて啓発する｡
安心して妊娠、出産期を過ごせ
るよう妊婦面接･妊産婦訪問･プ
レママ教室、パパママ教室等に
おいて情報提供や健康の保持
増進や不安解消のために必要
な指導･助言をする.
千葉県保健医療計画統括南部
医療圏位置づけられた地域周
産期母子医療センターの利用
を周知していく｡

母子健康手帳発行時に、保健師、
助産師が面接を行い、必要な妊婦
について、禁煙、禁酒教育を実
施。
安心して子どもを産み育てられる
ように面接・訪問・教室などあらゆ
る機会をとらえ必要な助言・指導
を行った。（妊産婦訪問は実586人
延べ595人、面接実1075人延べ
1075人）
男性に対してもパパママ教室を通
して健康に関する情報提供や窓口
相談の周知を行った。（パパママ
教室参加者　138組）

産科に関する訴訟リスク等の要
因により、産科そのものが規模
の縮小傾向にあるため、積極
的な周知まで至っていない

Ａ 1

安心･安全に出産を迎えられるよ
う､妊婦面接やﾌﾟﾚﾏﾏ教室におい
て､定期検診はじめ禁煙･禁酒の必
要性について啓発する｡
安心して妊婦面接･妊産婦訪問･プ
レママ教室において情報提供や健
康の保持増進や不安解消のため
に必要な指導･助言をする｡
妊婦面接･電話相談･妊産婦訪問･
プレママの会等において､情報提
供や健康の保持増進や不安解消
のために必要な指導･助言をする｡
千葉県保健医療計画統括南部医
療圏位置づけられた地域周産期母
子医療センターの利用を周知して
いく｡

施策の基本的方向

具体的施策

事業等

75 思春期における健康支援

妊娠・出産期における健康支
援
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Ａ
1  2
3

77
性差に配慮したライフステージ

ごとの健康支援

健康増進法に基づく､がん検診･歯
周病疾患検診･肝炎ウイルス検診･
健康診査等を実施する｡セット検診
(胸部検診･胃がん･大腸がん)･乳
がん･子宮がん検診､肝炎ウイルス
検診を実施する｡乳がん検診の検
査項目(視触診･マンモグラフィ)が
隔年実施となるため､精度の低下
を防止する｡方法として①視触診該
当年齢者に対し送付をしている問
診票と併せて受診勧奨を行う｡②
受診者に自己触診の定期的な実
施の勧奨を行う｡③マンモグラフィ
受診者に次年度説明(視触診の受
診勧奨)を行う｡子宮がん検診は､
20～30代の若年層へ乳幼児相談
等の通知案内と併せて受診勧奨を
する｡各種がん検診の受診率の向
上を図る｡(ｾｯﾄ検診は120日間､乳
がん検診は56日間実施する｡)健康
保険法に伴う生活保護者のうち社
会保険未加入者に対する健康診
査を関連機関等と協議を図りなが
ら実施する｡個別通知により､歯周
疾患検診を実施し､歯の喪失を予
防する｡
健康相談を総合福祉保健センター
を含め市内７会場で２６回開催す
る。その他老人クラブ等市民から
の依頼で健康相談を実施し、不安
の解消を図る。年に一度、性差に
配慮した健康講座を行う。

健康
増進課

健康増進法に基づく､がん検
診･歯周病疾患検診･肝炎ウィ
ルス検診･健康診査等を実施す
る｡セット検診(胸部検診･胃が
ん･大腸がん)･乳がん･子宮が
ん検診､肝炎ウィルス検診を実
施する｡乳がん検診の検査項目
(視触診･マンモグラフィ)が隔年
実施となるため､精度の低下を
防止する｡方法として①視触診
該当年齢者に対し送付をしてい
る問診票と併せて受診勧奨を
行う｡②受診者に自己触診の定
期的な実施の勧奨を行う｡③マ
ンモグラフィ受診者に次年度説
明(視触診の受診勧奨)を行う｡
子宮がん検診は､20～30代の
若年層へ乳幼児相談等の通知
案内と併せて受診勧奨をする｡
各種がん検診の受診率の向上
を図る｡(ｾｯﾄ検診は120日間､乳
がん検診は53日間実施する｡)
健康保険法に伴う生活保護者
のうち社会保険未加入者に対
する健康診査を関連機関等と
協議を図りながら実施する｡個
別通知により､歯周疾患検診を
実施し､歯の喪失を予防する｡
健康相談を総合福祉保健セン
ターを含め市内７会場で２６回
開催する。その他老人クラブ等
市民からの依頼で健康相談を
実施し、不安の解消を図る。

受診状況は、胸部検診は6,208
人、胃がん検診は4,808人、個別
391人、大腸がん検診は6,688人、
乳がん検診（視触診）は2,674人、
乳がん検診（マンモグラフィ）は
2,651人、子宮がん検診は3,868
人、肝炎ウィルス検診40歳は487
人、41歳以上は176人、健康診査
は64人だった。
成人地区健康相談は総合福祉保
健センターを含め７会場で合計２６
回、９７人の利用があった。歯周疾
患検診を実施し、40歳、50歳、60
歳、70歳(6,467人)に対して個別通
知を行い、317人が受診した。
成人健康相談・老人クラブや地区
リハビリ教室等で123回、1,708人
に健康相談を行うことができた。

-  24 -



（３） 性差に配慮した高齢者・障がい者の自立支援

ｱ 性差に配慮した高齢者の自立支援

事
業
No

所属所名 25年度の取組内容 25年度の実績内容 課題・調整事項等
事業実
施度

男女共
同参画
の視点

２６年度の取組内容

高齢者
支援課

社会福祉センター主催の各講
座の広報活動を実施する。
老人クラブにおいて、スポーツ
やレクリエーション活動のため、
競技用品の貸し出しを促進す
る。

老人クラブ
会員数1,433名（うち男性594名）
シルバークッキング参加17名(うち
男性2名)
ゲートボール、グラウンドゴルフ大
会参加延べ442名（うち男性274
名）
競技用品貸出し　延べ3件
社会福祉センター
利用者延べ28,005名（うち男性
16,886名）
健康相談(5回)参加延べ49名（うち
男性23名）

社会福祉センターについては、平
成２６年度改修工事を予定。 Ａ 1

社会福祉センターを教養・娯楽の場と
して活用するとともに、老人クラブにお
いて、スポーツ大会やレクリエーション
活動を実施する。

生涯
学習
推進課

高齢者向けの事業「東部シニア
倶楽部」、「北部シルバーカレッ
ジ」などで健康管理や介護に関
する講座を実施する。

各学習センター（公民館）におい
て、高齢者向け事業を実施した。

参加希望者が多数のため、初
めての申込の方に配慮してい
る。

Ａ 1  3 ２５年度と同様

79
高齢者
支援課

行政と介護相談員との会議を
隔月で実施する。特別養護老
人ホーム増設に伴い、相談員
の人員を増やし、派遣回数を拡
大する。
施設との連絡会議を行い利用
者の情報交換に努める。

連絡会議を６回
相談員の派遣を延べ２５６回実施。

新設する特別養護老人ホームがあ
るため、調整の上実施していく。 Ａ 1

新設の特別養護老人ホームと調整し、
相談員を派遣する。
施設との連絡会議を行う。

施策の基本的方向

具体的施策

事業等

78
介護や自立のための情報提
供・啓発・セミナーの実施

介護や自立のための相談
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イ 性差に配慮した障がい者の自立支援

事
業
No

所属所名 25年度の取組内容 25年度の実績内容 課題・調整事項等
事業実
施度

男女共
同参画
の視点

２６年度の取組内容

80
障がい
福祉課

コミュニケーション支援事業の
充実のため各種手話通訳奉仕
員養成講座を実施する。

平成25年度手話奉仕員養成講座基礎
(全30回)を開催。参加者10名　内5名
修了。難聴者のための手話講習会(全
10回)を開催。参加者9名　内9名修
了。啓発のための手話講習会(全7回)
を開催。参加者12名　内12名修了。

手話奉仕員養成講座基礎につ
いては、参加者の半分が修了
となったが、難聴者のための手
話講習会、啓発のための手話
講習会については、参加者全
員修了することができた。

Ｂ 1
コミュニケーション支援事業の充実
のため各種手話通訳・要約筆記奉
仕員養成講座を実施する。

81
障がい
福祉課

窓口の相談強化に加え、相談
事業所の周知、地域活動支援
センターへの相談事業の充実
に努める。

八千代地域活動支援センター１５
１人、サポートネット鎌ケ谷２，１０
８人

市外の地域活動支援センター
における鎌ケ谷市の相談件数
は増加傾向にあるが、引き続き
相談事業所の周知が必要であ
る。

Ｂ 1 ２５年度と同様

＊事業実施度：担当課が自己評価した項目。

A　実施できた 　　　１　事業対象者の現状（男女別・年代別など）を把握した

B　ある程度実施できた 　　　２　事業の企画・立案・実施の際、男女双方の参画または意見を聞いた

C　ほとんど実施できなかった

D　実施していない 　　　４　男女共同参画推進のため、他部署との連携を行った

具体的施策

事業等

介護や自立のための情報提
供・啓発・セミナーの実施

介護や自立のための相談

　＊男女共同参画の視点：担当課が事業を実施するにあたり男女共同参画の視点で取組んだ項目

　　　３　男女双方にとって、利用しやすい配慮をした（情報の提供方法、日時、保育など）
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8 男女共同参画推進体制の充実及び男女共同参画推進センター運営の充実

施策の基本的方向 (1) 男女共同参画推進体制の充実

ｱ 男女共同参画条例の制定

事
業
No

所属所名 25年度の取組内容 25年度の実績内容 課題・調整事項等
事業実
施度

男女共
同参画
の視点

２６年度の取組内容

82
男女
共同
参画室

条例制定について検討する。

イ 推進体制の充実

事
業
No

所属所名 25年度の取組内容 25年度の実績内容 課題・調整事項等
事業実
施度

男女共
同参画
の視点

２６年度の取組内容

83
男女
共同
参画室

審議会の設置について検討する。

84
男女
共同
参画室

進行管理表を作成し、男女共
同参画計画の進捗状況の公表
を行う。

男女共同参画推進会議、男女共
同参画推進懇話会において、計画
の進行管理を行い、ホームページ
で結果を公表した。

Ａ 4 ２５年度と同様

ウ 施策の評価

事
業
No

所属所名 25年度の取組内容 25年度の実績内容 課題・調整事項等
事業実
施度

男女共
同参画
の視点

２６年度の取組内容

85
男女
共同
参画室

施策評価の導入について検討す
る。

86
男女
共同
参画室

平成23年度完了

目標No

具体的施策

事業等

男女共同参画条例の検討

具体的施策

事業等

男女共同参画推進審議会の検
討

計画の進行管理及び結果の公
表

具体的施策

事業等

施策評価についての検討

事業評価の導入
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（２） 庁内における男女共同参画の推進

ｱ 庁内推進体制の充実

事
業
No

所属所名 25年度の取組内容 25年度の実績内容 課題・調整事項等
事業実
施度

男女共
同参画
の視点

２６年度の取組内容

87
男女
共同
参画室

男女共同参画推進会議で実施
計画の進行管理を行う。

第１次実施計画進行管理について
会議を開催した。

Ａ 2 4 ２５年度と同様

88
男女
共同
参画室

庁内計画担当者会議を開催
し、計画の推進を図る。

計画担当者会議は開催できな
かったが、計画に係る担当者を対
象とした研修を実施したことで計
画への理解が深められた。

Ｂ 2 4 ２５年度と同様

イ 市職員の男女共同参画意識の啓発

事
業
No

所属所名 25年度の取組内容 25年度の実績内容 課題・調整事項等
事業実
施度

男女共
同参画
の視点

２６年度の取組内容

人事室
男女共同参画研修を、職員研
修の中で実施し、新規採用職
員以外の職員にも参加を促す。

男女共同参画研修を新規採用職
員研修と合同実施したが、新規採
用職員以外の職員の参加はな
かった。

新規採用職員以外の職員が研修
に参加しやすい環境を整える Ｂ 4

男女共同参画研修を、職員研修の
中で実施し、対象職員以外の職員
にも参加を促す。

男女
共同
参画室

総務課との連携を図る。
新規採用職員で研修を行い、懇話
会委員８名を含め３６人の参加が
得られた。

Ａ 1 4 ２５年度と同様

（３） 男女共同参画推進センター機能の充実

ｱ 男女共同参画推進センター機能の充実

事
業
No

所属所名 25年度の取組内容 25年度の実績内容 課題・調整事項等
事業実
施度

男女共
同参画
の視点

２６年度の取組内容

90
男女
共同
参画室

男女共同参画に関するセミナー
を実施・男女共同参画推進セン
ターホームページの充実・男女
共同参画関係団体ネットワーク
会議で交流事業等の開催・男
女共同参画関係調査の実施や
支援を行う。

貸出図書及びビデオを配架。図書
館から借り出しているものは年４
回入れ替えて情報提供した。
関連資料の情報に配慮し、その収
集に努めた。セミナー等事業の実
施及び男女共同参画情報を発信
した。

Ａ
1  2
3 　4

閲覧用図書を充実させていくととも
に、学習・研修機会の情報収集・提
供に努める。男女共同参画に関す
るセミナーを実施し、実施に併せ新
センターをＰＲしていく。

施策の基本的方向

具体的施策

施策の基本的方向

具体的施策

事業等

鎌ケ谷市男女共同参画推進会
議の充実

庁内女性会議の開催

事業等

学習・研修、情報収集・提供、
交流、調査の実施

具体的施策

事業等

89 市職員研修の充実
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イ 男女共同参画関係団体への支援と協働

事
業
No

所属所名 25年度の取組内容 25年度の実績内容 課題・調整事項等
事業実
施度

男女共
同参画
の視点

２６年度の取組内容

91
男女
共同
参画室

男女共同参画関係団体ネット
ワーク会議の拡充を図る。

ネットワーク会議の登録団体にヌエッ
クでの研修参加を呼びかけたが参加
は得られなかった。まなびぃふれあい
フェスタについては、新センターへの
移設を控えていたため実施しなかっ
た。

団体と連携した新たなイベント
について検討する。

Ｂ 2 3

男女共同参画関係団体ネットワー
ク会議を開催のうえ、新センターで
の行事を踏まえた新たなイベントに
ついて検討する。

ウ 男女共同参画推進センターの市民運営

事
業
No

所属所名 25年度の取組内容 25年度の実績内容 課題・調整事項等
事業実
施度

男女共
同参画
の視点

２６年度の取組内容

92
男女
共同
参画室

市内団体育成・人材育成に取り
組む。

市内団体育成を目的としたセミ
ナー等の情報提供に努めた。保育
ボランティア団体育成のための養
成講座を実施した。

Ａ 4 ２５年度と同様

＊事業実施度：担当課が自己評価した項目。

A　実施できた 　　　１　事業対象者の現状（男女別・年代別など）を把握した

B　ある程度実施できた 　　　２　事業の企画・立案・実施の際、男女双方の参画または意見を聞いた

C　ほとんど実施できなかった

D　実施していない 　　　４　男女共同参画推進のため、他部署との連携を行った

　　　３　男女双方にとって、利用しやすい配慮をした（情報の提供方法、日時、保育など）

具体的施策

事業等

男女共同参画関係団体との連
携

具体的施策

事業等

男女共同参画推進センターの
市民運営検討

　＊男女共同参画の視点：担当課が事業を実施するにあたり男女共同参画の視点で取組んだ項目
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